
商 品 概 要 説 明 書 

                           
平成１８年１０月５日現在適用中 

1. 商 品 名 ぎふしん機械担保ローン 

2. お 申 込 

  いただける方 

興銀リース㈱が適格と認める機械を譲渡担保として提供し、興銀リース㈱の保証が受けられる 

法人の方 

3. お使いみち 

・健全な事業資金 

注）投機的資金、旧債返済資金、赤字補填資金等のお取扱はできません 

・譲渡担保として提供される機械をご購入される資金 

4. ご融資金額 １，０００万円以上１億円以内（百万円単位） 

5. ご返済方法 
毎月元金均等返済 

注）店頭にて返済額を試算いたします 

6. ご融資期間 ５年以内（年単位） 

7. ご融資利率 

当金庫所定の金利となります（変動金利・固定金利） 

【変動金利のしくみ】 

 ご融資利率は、当金庫所定の短期プライムレートを基準としてその変更幅で変動します 

また、新利率は短期プライムレートの変更日の翌日以降 2回目の利息支払分から適用されます 

注）金利情報については店頭窓口にお問合せください 

8. 保 証 料 

ご融資金額とご融資期間に応じた保証料（保証料率２．０％）を一括前払にてご負担いただきます 

【例】 ご融資期間３年の場合、ご融資金額１００万円あたり３３，０００円 

    ご融資期間５年の場合、ご融資金額１００万円あたり５５，０００円 

9. 保 証 人 原則代表者１名 

10. 担 保 

対象機械に興銀リース㈱が譲渡担保を設定させていただきます 

【対象となる機械】 

○工作機械（旋盤・ボール盤・中ぐり盤・フライス盤・研削盤・マシニングセンタ） 

○加工機械  ○鍛圧機械  ○印刷機械  ○射出成型機  ○建設機械  ○土木機械   

○運搬機械（フォークリフト） ○車両（高所作業車・トラック・バス）   等 

注）興銀リース㈱が機械の査定を行った場合、査定料は申込人さまのご負担となります 

11. 損 害 保 険 
原則、動産総合保険に加入していただき、興銀リース㈱を質権者とする質権を設定させていただき

ます 

 


